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生
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第

二

三

回 

 

海

外

渡

航

費

用

の

税

務

上

の

取

り

扱

い

に

つ

い

て 

 
 

 

（

執

筆

 

中

村

尚

和

） 

 

旅

館

業

に

お

い

て

幹

部

社

員

の

海

外

視

察

、

研

修

等

を

行

う

こ

と

が

あ

る

。
今

回

は

、

海

外

渡

航

費

の

税

務

上

の

取

り

扱

い

に

つ

い

て

説

明

す

る

。 

法

人

が

海

外

渡

航

に

際

し

、

役

員

又

は

従

業

員

に

支

給

す

る

旅

費

は

業

務

遂

行

上

、

通

常

必

要

と

認

め

ら

れ

る

部

分

の

金

額

に

限

り

全

額

経

費

処

理
（

損

金

に

算

入

）
で

き

る

。

一

方

、

業

務

遂

行

上

、

通

常

必

要

と

は

認

め

ら

れ

な

い

部

分

に

つ

い

て

は

、

役

員

又

は

従

業

員

の

給

与

（

個

人

の

源

泉

税

の

対

象

）

と

さ

れ

、

さ

ら

に

役

員

分

に

つ

い

て

は

、

法

人

の

役

員

賞

与

と

し

て

法

人

税

法

上

経

費

処

理

（

損

金

に

算

入

）

で

き

な

い

。 

業

務

遂

行

上

必

要

な

海

外

渡

航

費

の

判

定

に

つ

い

て

は

、

旅

行

先

、

目

的

、

日

程

、

費

用

等

を

勘

案

し

て

総

合

的

に

判

定

す

る

が

、

①

観

光

渡

航

の

許

可

を

得

て

行

う

旅

行

、

②

旅

行

あ

っ

せ

ん

業

者

等

の

団

体

旅

行

に

応

募

す

る

旅

行

、

③

同

業

者

団

体

等

が

主

催

す

る

団

体

旅

行

で

観

光

目

的

と

認

め

ら

れ

る

も

の

に

つ

い

て

、

通

達

で

は

、

原

則

と

し

て

業

務

遂

行

上

通

常

必

要

な

も

の

に

該

当

し

な

こ

と

と

し

て

い

る

。

た

だ

し

、

前

述

③

等

、

業

務

と

観

光

と

を

合

わ

せ

て

行

う

場

合

に

は

、

業

務

の

従

事

割

合

に

よ

り

、

九

〇

％

以

上

で

旅

費

全

額

が

経

費

処

理

で

き

る

。

一

〇

％

以

下

で

は

全

額

経

費

処

理

が

認

め

ら

れ

な

い

。

ま

た

、

五

〇

％

以

上

で

あ

れ

ば

、

往

復

の

交

通

費

が

経

費

と

し

て

認

め

ら

れ

、

そ

れ

以

外

の

旅

費

に

つ

い

て

は

、
合

理

的

に

按

分
（

一

〇

％

単

位

）
す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

今

回

は

一

部

し

か

紹

介

で

き

な

か

っ

た

が

、

前

回

の

慰

安

旅

行

と

合

わ

せ

て

抑

え

て

お

き

た

い

項

目

で

あ

る

。 


